
 

 

 

 

～1,032人の税理士が実際に質問・相談した～ 

所得税申告で税務判断に 
迷いやすい・誤りやすい実例 

■ 講師 

元国税調査官（国税専門官第31期） 

株式会社ＫＡＣＨＩＥＬ 代表  

 久保 憂希也 



本セミナーの趣旨 

☑ 税務相互相談会の会員税理士が 
実際に質問した事例から選定（頻出事項） 

 

☑ ミス・誤りは無いに越したことはないが・・・ 
更正の請求等でリカバリーできない要件を整理  

 

☑ ミス実例：申告不要or申告分離・総合／ 
配当控除／外国税額控除・・・ 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

●フリーランス 
●一人親方 

 

のように入金が月１、出金が少額 
かつ低回数である小規模個人事業主について 

65万円控除を適用できるのか？ 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 
 

【実際の質問：月１売上のフリーランス】 
 

①預金  ／ 売上   売上を計上 
 

②それ以外の事業に関係しない入出金については 
期中において 事業主貸の仕訳も何も作成しない 

 

③期末に実際の口座残高と不一致となった金額について、 
 年末にまとめて以下の仕訳を作成する 

12/31  預金  ／ 事業主貸   
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

国税庁タックスアンサー  
「No.2072 青色申告特別控除」 

 
所得税法施行規則第５７条 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

複式簿記＝会計ソフトへの入力があれば 
仕訳帳・総勘定元帳が提示・提出できる 

⇒ 
売上の入金が口座のみであれば 
現金出納帳も不要であることから 

「正規の簿記」の要件を満たしている 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

問題があり得るとすれば・・・ 
 

現金売上がある業種で現金出納帳がなく 
税務調査で否認指摘を受ける場合 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

【調査事例１】 
 

・年１記帳代行・申告依頼の個人事業主 
・売上のほとんどは取引先から口座入金で現金売上はほとんどない 

・事業主自身は現金出納帳を付けていない 
・会計ソフトで現金勘定の元帳は存在する 

・現金出納帳をつけていないことから65万円控除は認められないと指摘 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

【調査事例２】 
 

会計ソフトに入力している （ＢＳは作成・提出している） 
・現金出納帳が正確ではない（と調査官が指摘） 

・１００％現金売上げ 
・現金出納帳は事業用と家事費を混在して作成し、申告時に 
家事費を抜き出している（事業専用の銀行口座がないため） 

・月末に残った残高を事業主勘定で出金処理／残高０円としている 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

税務調査において「正規の簿記の原則に則っていない」 
として65万円控除の否認指摘を受けた場合 

⇒ 
否認指摘の根拠は具体的に何か？ 

（正規の簿記とはどの帳簿までが要件か？） 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

65万円控除の要件の本質は 
「複式簿記において、事業上の 

売上・必要経費額（や入出金）を検証することができる」 
⇒ 

現金出納帳がないという理由だけで 
否認される根拠にはなっていない 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

念のため・・・ 
 

正規の簿記の原則による帳簿書類の要件は 
所得税法施行規則第57条～62条に規定あるが 

仕訳帳・総勘定元帳（＋棚卸表）以外に 
具体的な帳簿の規定はない 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

ちなみに・・・ 
 

青色申告特別控除65万円（55万円）について 
正規の簿記の帳簿要件で否認・争った 

裁決事例・判決はほぼ皆無 
（青色取消しの事例は多数） 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

期限内申告に間に合わない場合・・・ 
 

【期限後申告のデメリット】 
①青色申告特別控除：10万円 

②調査による修正申告：加算税５％増 

14 



65万円控除の要件「正規の簿記」 

仕訳無しのゼロゼロ申告 
⇒ 

期限内申告において 
正規の簿記の原則を満たしていない 
＝（調査で）否認される可能性大 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

一部（の期間など）であっても 
入力・仕訳処理をしてうえで 

外形的には要件を満たす申告書を提出 
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65万円控除の要件「正規の簿記」 

可能であれば・・・ 
 

更正の請求ではなく 
修正申告になるように期限内申告をする 
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青色事業専従者について 

【青色事業専従者の範囲】 
 

専従者が「他に職業を有する」 
＝兼業は認められるのか？ 

18 



青色事業専従者について 

会計検査院（平成12年度） 
「所得税の青色申告において青色事業専従者給与を 

必要経費に算入する制度の運用を 
適切に行うよう改善させたもの」 

http://report.jbaudit.go.jp/org/h12/2000-
h12-0130-0.htm 
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青色事業専従者について 

・青色専従者の年齢（子供が働ける年齢ではない） 
 

・専従者の妻が個人事業主で事業収入が多額 
 

・青色専従者が法人の取締役等に就任している 
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青色事業専従者について 

「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxan

swer/shotoku/2075.htm 
 

所得税法施行令165条 
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青色事業専従者について 

●１日のうち２～３時間のパート 
 

●土日のみのアルバイト 
 

●明確に専従者給与より低額の事業収入 
 

●取締役会に出席するだけの非常勤取締役 
 

など 
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青色事業専従者について 

「年の中途で事業に従事した親族に 
係る青色事業専従者給与」 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/10.htm 
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青色事業専従者について 

【青色専従者給与の範囲】 
 

届出書に記載されている方法により支払われ、 
かつ、その記載されている金額の範囲内で 

支払われたものであること。 
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青色事業専従者について 

（例） 
届出に記載の額：40万円／月 

⇒ 
現状の青色専従者給与額：20万円／月 

⇒ 
30万円／月に増額しても必要経費に算入される 
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青色事業専従者について 

【専従者給与＝支払基準】 
 

原則：未払計上の場合は必要経費にならない 
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青色事業専従者について 

例外：「相当の理由」がある場合 
 

資金繰り等の一時的な未払いが認められる 
余地はあるが・・・可能であれば 

年明けであっても精算しておくべき 
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青色事業専従者について 

専従者は配偶者控除・扶養控除の対象外 
⇒ 

●個人事業主の夫 
●妻は（青色）専従者 

●夫の事業所得が赤字（所得48万円以下） 
⇒ 

妻は夫を配偶者控除にできる 
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青色事業専従者について 

青色専従者給与が否認されるパターン 
 

・届出の額を超えている／支払要件を満たしていない 
・勤務実態がない（＝全額否認） 
・他の一般従業員より不相当に高額 
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青色事業専従者について 

青色専従者給与が「不相当に高額」として 
否認された場合の処理 

＝ 
必要経費否認＋専従者に対する贈与 
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青色事業専従者について 

「青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合の 
贈与税の取扱いについて」（昭和４０年１０月８日） 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozok
u/651008/01.htm 

 
１（青色事業専従者が事業から給与の支給を受けた場合） 
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消費税の処理について 

【税込経理方式における消費税額の処理】 
 

(1)当初申告の場合 
原則：消費税等の申告書提出日の属する年 

例外：未払金（未収入金）計上日の属する年 
 

(2)修正申告の場合 
修正申告書の提出があった日の属する年 
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消費税の処理について 

個別通達（直所3-8 令和５.12.27課個2-40） 
「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」 

７（消費税等の必要経費算入の時期） 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/

shotoku/shinkoku/890329/01.htm 

33 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/890329/01.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/890329/01.htm


消費税の処理について 

【同年に２年分の消費税が必要経費になるか？】 
 

(1) 税込経理⇒税抜経理に変更する場合 
 

(2) 税込経理を変えず処理方法だけ変える場合 
●令和５年分：未払計上なし＝令和６年の必要経費 
●令和６年分：未払計上する＝令和６年の必要経費 

34 



消費税の処理について 

【同年に２年分の消費税が必要経費になるか？】 
 

個別通達等においても 
「継続適用を条件として」の規定がないため 

消費税の処理方法変更によって 
租税公課＝必要経費は相違する 

（あくまでも処理変更なので所得調整ではない） 
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消費税の処理について 

【注意！！】 
無申告など期限後申告を提出する場合・・・ 

 
税込経理で期限後申告をすると 

未払計上（各年での必要経費）は認められない 
⇒ 

税抜経理で期限後申告した方が有利 
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更正の請求の要件 

国税通則法第23条（更正の請求） 
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更正の請求の要件 

●法律の規定に従っていなかった場合 
●計算誤りがあった場合 

 

の【どちらかを理由とした】税額の過大申告 
⇒ 

正しい処理内容である申告から、 
正しい申告への変更は更正の請求ができない 
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更正の請求の要件 

（例） 
夫婦どちらかが申告していた場合、 

更正の請求によって扶養の変更・入れ替えを 
することはできない 

 

「No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotok

u/1181.htm 
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更正の請求の要件 

【税額異動要件】 
●納付すべき税額が過大であるとき 
●純損失等の額が過少であるとき 
●還付金の額が過少であるとき 

⇒ 
事業所得黒字▲所得控除＝税額ゼロ 

で必要経費の追加計上で更正の請求はできない 
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更正の請求の要件 

【当初申告要件】 
●各個別税法：当初申告要件は（原則）廃止 

（適用額の増額等も可能） 
 

●措置法：当初申告要件あり 
（適用額の増額等は一部可能） 
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更正の請求の要件 

【当初申告要件】 
 

●寄付金控除：所得税法第78条 
 

●政党等寄附金特別控除（税額控除）： 
措法第41条の18第３項 
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更正の請求の要件 

【当初申告要件】 
 

●配当控除：所得税法第92条 
 

●外国税額控除：所得税法第95条 
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更正の請求の要件 

※当初申告要件と期限内申告要件の違い 
 

青色申告65万円控除：期限内申告要件 
⇒ 

期限後申告であっても当初申告要件は満たす 
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更正の請求の要件 

申告義務がない還付申告 
（年調済み＋医療費控除など） 

⇒ 
令和2年4月10日に当初申告 

⇒ 
令和7年4月10日まで更正の請求ができる 
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更正の請求の要件 

【実務上頻出する注意点①】住宅ローン控除 
 

住宅ローン控除は措置法の規定による税額控除 
⇒ 

原則として、更正の請求はできない 
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更正の請求の要件 

「更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を 
求めることはできないとした事例」 

（平成１９年２月１９日裁決） 
http://www.kfs.go.jp/service/JP/73/01/index.

html 
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更正の請求の要件 

ただし・・・ 
 

申告義務がない確定申告 
＝年調済みで医療費控除のみの還付申告等 

の場合は更正の嘆願が可能な場合もある 
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更正の請求の要件 

【実務上頻出する注意点②】減価償却費の誤り 
 

所得税法上の減価償却費は 
強制償却（所法49）であり 

法人税法上の損金経理要件とは相違するため 
更正の請求をすることができます 
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更正の請求の要件 

【実務上頻出する注意点③】エンジェル税制 
 

措置法の規定なので更正の請求は不可 
（ただし・・・都道府県による確認書の発行が 

3月15日を徒過したなど「やむを得ない事情」が 
あった場合は認められる） 
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更正の請求の要件 

【実務上頻出する注意点④】土地の取得費 
 

× ５％概算取得費 ⇒ 市街地価格指数 
 

○ ５％概算取得費 ⇒ 取得費の実額  
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更正の請求の要件 

【実務上頻出する注意点⑤】配当等の選択替え 
 

申告不要 or 申告分離 or 総合（配当控除） 
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更正の請求の要件 

【実務上頻出する注意点⑤】配当等の選択替え 
 

東京高裁令和5年8月30日判決 
証券会社の特定口座を利用して投資信託等を運用していた納税者が、

これら証券投資による所得・損失を含めずに所得税の還付申告を 
したところ、後日、含めた方が還付金額が増えることに気が付いた。 
そこで納税者は「当初申告は誤り」として更正の請求をしたものの、 

税務署に門前払いをされたため、裁判に及んだ 
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更正の請求の要件 

【税務調査での否認実例（前提事実）】 
 

・外国上場株式からの配当金 
（国内証券会社の特定口座／源泉徴収アリ） 

 

・外国税額控除の適用（明細書の添付アリ） 
 

・海外配当金について申告分離（もしくは総合課税） 
で申告金額に含めていない 
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更正の請求の要件 

【論点の整理】 
 

①外国上場株式の選択適用は？ 
 

②配当における外国税額控除の適用要件は？ 
 

③修正申告（or 更正の請求）など、申告しなかった 
配当を申告に含めて是正すれば結果は同じ？ 
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更正の請求の要件 

①外国上場株式の選択適用は？ 
 

・総合課税：配当控除の適用なし＝低所得者有利 
・分離課税：外国税額控除あり＝高所得者有利 

・申告不要：ケースバイケース 
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更正の請求の要件 

②配当における外国税額控除の適用要件は？ 
 

申告不要を選択した場合は、 
外国税額控除の計算上の控除限度額の 

基礎となる金額に含まれない 
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更正の請求の要件 

「No.1240 居住者に係る外国税額控除」 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxan

swer/shotoku/1240.htm 
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更正の請求の要件 

③修正申告（or 更正の請求）など、申告しなかった 
配当を申告に含めて是正すれば結果は同じ？ 

 
当初申告においていったん申告不要とした配当を、 

修正申告もしくは更正の請求で 
追加的に申告することはできない 
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更正の請求の要件 

国税庁 質疑応答事例 
「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子 
及び配当を修正申告により申告することの可否」 

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/
07/01.htm 
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更正の請求の要件 

【その他論点①】 
 

「達人」の仕様上、外国税額控除の明細に 
入力すれば申告書（の所得欄）に反映される 

ものと思っていた（以前はそうだった） 
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更正の請求の要件 

【その他論点②】 
 

国内株式の売買「上場株式等の譲渡・配当等」が 
多額にあり、国外分が申告書に反映されていない 

ことに気付けなかった 
（ゼロであれば気付いたはず） 
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更正の請求の要件 

【その他論点③】 
 

連年の誤りであり、税務署が誤りの初年で 
気付いていなかった 

⇒ 
ＫＳＫでエラーが出ないので調査先選定の中で 

机上・目確認で気付いたと思われる 
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年金を過去遡及して一括支給された場合 

年金の収入計上時期はその支給の基礎となった 
法令等により定められた支給日であるため、 
過去分が一括支給されても年分ごとに申告 

（所基通３６－１４（１）） 
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年金を過去遡及して一括支給された場合 

この取扱いは（保険会社の）個人年金でも同じ 
⇒ 

10.21％源泉の支払調書が 
各年に分けて発行される 
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